




協会補助をご利用の際は、以下についてご留意ください。 

主なご留意点 

 

・協会補助は年度ごとに補助総額を定めて実施しています。このため、補助総額を超えた場合 

 は、期限内でもご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。 

 また、申請時期によっては、補助金のお支払いが翌年度となる場合があります。 

 

・当年度に当協会の経営サポート事業をご利用の場合は、原則として協会補助の対象外です。 

 

・協会補助は、お客さまに直接お支払いします。（認定支援機関にお支払いするものではあり 

 ません。） 

 

・対象経費について、協会補助と他の補助金等を重複して受けることはできません。 

 

・中小版GL枠は、協会補助の対象外です。 

 

・伴走支援費用および金融機関交渉費用は、協会補助の対象外です。 

 

・経営改善計画策定支援事業にて協会補助を利用される場合は、経営サポート会議の開催が 

 必要です。（早期経営改善計画策定支援事業の場合は不要です。） 

 

・協会補助は、令和６年４月１日以降に、中小企業活性化協議会において、（早期）経営改善 

 計画策定支援事業の利用申請が受付された方が対象です。 

 （令和６年３月３１日以前に申請された場合は対象外です。） 

 

・申込状況やご不明点については、協会担当者までお問合せください。 

 

 大阪信用保証協会  

 企業支援部 ソリューション推進室 業務推進課 

 ℡ ０６－６１３１－４５３８ 

【お問い合わせ先】 
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